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○小関秀一委員長 沼澤孝典生涯スポーツ課長。 

○沼澤孝典生涯スポーツ課長 お答えいたします。 

 時間がありませんのではしょって申し上げま

すけれども、河川管理者であります山形県に河

川法第24条の許可を申請しております。期間に

つきましては、26年の４月１日付で提出してお

りますけれども、平成35年の９月30日までの10

年間となっております。 

 場所については置賜野川の右岸、面積が１万

9,400平米となっております。同時に工作物に

ついても申請しておりますけれども、防球ネッ

トや管理事務所、それに簡易水洗トイレもござ

いますけれども、簡易水洗トイレにつきまして

は、規格が全長1.64メートル、全幅で２メート

ル、高さが2.43メートル、占用の面積につきま

しては3.28平米というふうになっております。

したがいまして、設置する仮設トイレの規模に

つきましては、現行の許可内容に準じ設置しな

ければならないというようになってございます。 

○小関秀一委員長 １番、宇津木正紀委員。 

○１番 宇津木正紀委員 わかりました。制限が

あるということであります。 

 もう少しグレードアップできないのかという

ことで、その分に入ります。 

 仮設トイレでも、もっと小ぎれいなトイレが

あると思います。もう少しグレードアップでき

ないでしょうか。私もネットで調べてみました。

快適女性用最高級おしゃれトイレ、価格が450

万円。そのほかに、おしゃれトイレ和の匠、価

格が480万円。これにはシャッタードア、ウォ

シュレット、シャワーつき洗面台、便座クリー

ナー、エアコン、火災報知機、擬音装置、緊急

ランプ、衣類フックつきで観光地用とか、あと

最高級トイレは外装にレンガ調の素材を使用、

こういうところまでありますが、そこまでは求

めません。私はそんな無理だと思いますので。 

 川床茶屋の仮設トイレは、月３万円のレンタ

ルだったそうです。使った方からは、きれいで

気持ちよかったと伺っています。ぜひグレード

アップしたランクの仮設トイレを設置してはど

うでしょうか。その点について、生涯スポーツ

課長に伺います。 

○小関秀一委員長 沼澤孝典生涯スポーツ課長。 

○沼澤孝典生涯スポーツ課長 お答えいたします。 

 もう少しグレードアップした仮設トイレが必

要でないかというようなご提言でございますけ

れども、例に出していただきました400万円ク

ラスのもの、類似品が300万円程度からござい

ますけれども、調べてみたり、あるいは業者さ

んにお聞きしてみたところ、そういったものに

ついては浄化槽も設置しながら、常設に近い形

で設置するもののようでございます。さらには、

いわゆる汎用品、ほかに使い回しができないと

いうふうなことで、初年度に購入する必要があ

るというようなお話でございました。 

 現在設置してあります洋式２、和式１、小便

器１でございますけれども、当時予算要求に当

たりまして、のがわクラブさんからさまざま要

望を受けて、これなら大丈夫だというふうなこ

とで設置しておりますけれども、さらに引き続

いて利用者の声をお聞きしながら、必要な際は

河川管理者との協議も必要でございますけれど

も、次年度の予算要求に反映してまいりたいと

いうふうに思います。 

○小関秀一委員長 １番、宇津木正紀委員。 

○１番 宇津木正紀委員 当局では新しい常設の

トイレをつくっていただくということで大変努

力いただいたんですが、残念ながらできません

でした。それはきちんとしたものできるまで、

せめてもう少しグレードアップしたトイレの設

置をお願いして、質疑を終わります。 
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○小関秀一委員長 次に、順位５番、議席番号12

番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 平成29年度一般会計

決算意見書の18ページからですけど、性質別経

費比較表、人件費から伺います。 

 28年度に比べて29年度は人件費が8,400万円、

４％増となっていますが、主な要因は何か、特

徴的なことはあるかについて、総務参事に伺い

ます。 

○小関秀一委員長 齋藤環樹総務参事。 

○齋藤環樹総務参事 お答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、決算意見書の18ページ、

第17表、性質別経費比較表では、人件費が前年

度対比で8,400万円、４％の増とはなってござ

います。なってはいるんですけれども、この数

値につきましては、資料のつくり込みの関係上、

必ずしも総人件費そのものではございませんの

で、最初にこの辺の説明をさせていただいてか

ら増加要因をご説明させていただきたいと思い

ます。 

 この性質別経費比較表につきましては、いわ

ゆる決算統計、地方財政状況調査をもとに、そ

の年度に係る経費を一般会計ベースで性質別に

振り分けたものでございますが、人件費につき

ましては、事業費支弁人件費、これは普通建設

事業費の事務費等で取れる従事職員の給与の分

の人件費です。これが各年度の投資的経費の事

業費、普通建設事業等の事業費の増減でこの人

件費も増減いたしますが、事業費支弁人件費に

つきましては、普通建設事業費などの投資的経

費に分類されまして、人件費からは除かれるル

ールとなってございます。したがいまして、平

成29年度は平成28年度と比較しまして投資的経

費そのものが４億8,000万円ほど減少しており

ますので、それに伴いまして事業費支弁人件費

が28年度の5,000万円から29年度の2,000万円、

約3,000万円減少しております。この辺を勘案

して実質的な総人件費の比較ということであれ

ば、29年度の総人件費は前年度と比較しまして

5,400万円、約2.5％の増ということになろうか

と思います。 

 お尋ねの増加要因でございますが、特徴的な

ところから申し上げますと、まず１つ目ですけ

れども、地方創生に向けた取り組みの一環とし

て、平成29年度から６名から８名に２名増員し

たＡＬＴ、外国語指導助手２名分の報酬約900

万円、これはおおむね経費は普通交付税で措置

されます。それから、２点目ですけれども、人

事院勧告、あるいは県の人事委員会勧告に基づ

く職員給や共済費の増額分、いわゆる給与改定

分が1,200万円ほど。それから、３点目といた

しましては時間外手当、これが430万円ほどふ

えております。これはやっぱりフラワー都市交

流連絡協議会、あるいはインターハイ、全国規

模のイベントが長井市で開催をされたことに伴

う業務の増加かなと考えております。あと、最

後にですけれども、４点目といたしまして、職

員人事異動、あるいは置賜広域病院事業団に長

井市から事務系職員派遣しておりますけれども、

29年度から従来の６名から５名に減らしており

ます。その分、一般会計に戻ってきます。それ

から、人事異動で会計間異動で、一般会計の分

につきましては平成29年度は職員としては４名

ほどふえていると、それから再任用職員の増と

いうようなところが主な要因と考えているとこ

ろでございます。 

○小関秀一委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 わかりました。 

 私ちょっとマイク遠いもんですから、身長が

高くて。こうしますと猫背になるのでちょっと

大きな声で話しますけど、怒ってるわけではご

ざいませんのでね。 

 そこで、監査委員の意見書のまとめ、一般質

問でもちょっと触れましたけども、そこではい

ろいろ29年度の事業について触れてましてね、

さまざまな事業を積極的に行ってきたと、それ
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は評価しており、一方、財政規模の拡大に伴い、

一般会計の市債残高が12％程度増加している。

公共施設等整備については、適正な新規整備と

量の縮減の基本方針にのっとり、計画的に実施

していただきたい。今後５年間の地域財政見通

しを見ると、少なからず財源が不足することが

懸念される。歳入面での補填には限度がある。

最も大きい対策は、財政健全化の一原則である

人件費比率の抑制である。市政を牽引する私た

ちが率先して身を削っていくことも検討すべき

である。市民の不安を抑え、共感を得るために

は、隗より始めなければならないというすばら

しいことが書かれてあって、私も同感だと思い

ます。ですから今後、今は公共施設整備など集

中的になるわけですけども、やはり、かといっ

て人件費がふえ続けていってはいけないと思う

んですが、人件費抑制についての監査委員の意

見についてはどのように市長受けとめられたか

についてお伺いします。 

○小関秀一委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 監査委員のご意見はごもっとも

でございまして、大変重く受けとめているとこ

ろでございます。 

 29年度人件費が増嵩した理由については、先

ほど総務参事から申し上げたとおりでございま

すが、私といたしましては、やはりこれからさ

まざまな今までできなかった公共事業に取り組

むということから、職員と心を一つにして、こ

れを何とか乗り切らなきゃいけないと。また、

市民の皆様には、タウンミーティングなどを通

してできるだけ財政的なところも説明をさせて

いただきながらご理解をいただきたいと。した

がいまして、まずは人件費抑制ということにつ

いては、やはりいろんな意味があるのだと思い

ますけども、人件費をこれ以上ふやさないよう、

職員の定数等々に、定数ではないですね、職員

のこれからふやすというようなことについては

よくよく慎重にしなければなりませんし、あと

働き方改革の中で、忙しいとしても時間外の勤

務等々については、これは適正に行っていくと

いうこと。それと同時に、無駄や無理のない行

政運営を図って、人件費がこれ以上増嵩しない

ように注意しなきゃいけないというふうに思っ

ております。 

 なお、身を削ってという部分については、こ

れから新たにいろいろな新たなチャレンジを取

り組むときに、以前の行革のときのように給与

カットとかそういったことについて、まだ行う

べき段階ではないと。それについては市民の皆

様もご理解いただいてると思いますし、もし行

革をやるんだったら、もう一度やるんだったら、

それは市の職員だけではなくてオール長井で、

市民の皆様にもご理解いただいて一緒になって

身を削るということをしなかったら、これは今

までみたいに腰砕けになってしまうと。やはり、

ここはしっかりとした強い意思を持って前に進

めていくということでまずはスタートしたとこ

ろでございますので、十分に監査委員のご意見

を尊重しながら進めてまいりたいと思います。 

○小関秀一委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 私も監査委員の意見

というのは非常に重いと思います。市長と同じ

意見です。どれくらい重いかといいますと、や

はり副将軍の印籠ぐらいに重いのかなと思うん

ですね。 

 今、市長から無理、無駄のない行政運営とい

うことでお話がありました。同感です。私、何

度も全課長出席について、これは見直すべきで

ないかというふうに申し上げてきて、一般質問

でも取り上げてまいりました。29年度も全定例

会、臨時議会、こういう体制で行われてきて、

他市では余りないよと申し上げましたし、米沢

市では大体議員と同数程度、24名ぐらいの管理

職の出席でやっていらっしゃると。米沢市は職

員450名いらっしゃいますね。長井市より100数

十名多いんですけども、そうしますと部長と主
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要課長の出席で10何名ですから、450名の全体

の数からしますと3.何％ですね。長井市は１割

ぐらいの職員が出ていらっしゃるということで、

これは他市並みに、必要のある職員は出席して

も結構ですけども、どうでしょうかというふう

に申し上げてまいりました。 

 今現在、議会の要請で答弁の必要のある職員

が出席するんだということを市長この間おっし

ゃいましたけども、法律上ね、実際答弁の必要

のない方まで出ていらっしゃる。きのうですか、

決算質疑ですか、午前中は説明の方がいらっし

ゃいましたけど、午後からは総括質疑には４名

の課長だけですね、課長が答弁に立ったのは。

ですから、こういうものはどうでしょうかとい

うふうに申し上げたいんですね。 

 10日の一般質問で梅津議員が、市職員の働き

方どうだというようなことで、今いろいろ一人

ずつ仕事を抱えて大変忙しいんだというふうな

説明がありました。課長は走り回ってるんです

よというふうな、当然だと思いますね、忙しい

ですから。ところが、30日ぐらい年間延べ日数

あるんですけども、時間にしますと150時間以

上、忙しい課長がこうやって出席してるわけで

すけども、それが人件費、例えば一般職員が課

長がいない間決裁いただけなくて、そういった

ことで人件費の増につながってるんじゃないか

と私は一般的に思うんですよね。ですから、そ

の辺は市長はどのように受けとめられてるかに

ついて、少ししつこいようですけども、大事な

ことですのでお答え願いたいと思います。 

○小関秀一委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 五十嵐委員がおっしゃるように、やはり私ど

も長井市の場合は管理職の比率もちょっと高い

ですし、そういった意味では人件費についてこ

れ以上ふやさないというときに、これちょっと

語弊があるかもしれませんので言葉を選んで言

うようにいたしますが、いわゆる一般質問でも

申し上げましたように、議会の進行に支障があ

るようなことがあってはならないと。私ども行

政側のいわゆる答弁に詰まってしまって、ある

いはいろいろな、例えばきょうも細部審査ある

わけですけども、細部審査のときに答えられな

いというようなことがあって休憩だということ

になるようなことを避けるために、私どもとし

ては万全を期してるつもりなんですね。ただ、

そこのところが議会の議員の皆様の総意といい

ますかね、もう少し減らしてもいいんじゃない

かということを言っていただければ、私どもと

してはそれはもう少し厳選する必要があると。

ただし、一般質問はあらかじめ答弁者というの

は指名いただいています。あとは、本会議のと

きだけはこの体制で臨まなきゃいけないという

場合があるかと思いますけども、それが必要で

ない場合は、やはりできるだけ職場に戻って職

務に専念できるようなことがあれば、これはあ

りがたいと思っております。 

 私といたしましては、改めて今回の９月定例

会終了後にでも、議長を初め副議長、あるいは

議運長等々の皆様とちょっと時間をいただいて、

その点などについてお話しするなどのお願いを

していく必要があるのかなというふうに考えて

おります。 

○小関秀一委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 これまでの質疑より

一歩前進した答弁をいただいて、ぜひ前向きに

ご検討いただきたいなと思います。 

 意見書の８ページですか、29年度の歳入に占

める自主財源は38.7％、前年より6.6％ふえま

したというふうにあるんですけども、ただ、そ

のうち８億円程度は繰入金、寄附金で賄われま

した。市税収入は歳入全体の20.9％、約32億円

なわけですよね。市職員人件費21億8,000万円

と議員16人に必要な経費約１億4,000万円を足

すと、市税収入の70％にもなるわけですよね。

ですから、なかなか市独自の事業をしたいとい
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っても、経常収支比率も90％近くなってますの

で、なかなか硬直化していてできなくなってい

るんだなと私思っております。それには、やは

りいろんな面で行政改革をしていかなければな

らないというふうに思っております。 

 やはり、これまでは市長は議会側からそうい

う要請がないと、ですからやらなかったと。や

はりこういうことは当局側が積極的に動かなけ

れば事が前に進まないと思いますので、ぜひと

も具体的に今後やっていただきたいと思うんで

す。 

 毎定例会で議員からいろいろな要望を出され

ますよね。今回の定例会では、地区公民館、自

治公民館の例えばトイレの洋式化、水洗化、あ

と冷房、何とかやってほしいと。大変すばらし

い提案だと思うんですが、ただ、これを実施す

るには自主財源、主に、大分かかると思います

が、これ何千万円と、どこから出すんですかと。

ですから、もう少し積極的に市長、やはりいろ

んなことを議会と積極的に協議をして、無駄は

ないか、改善できるものはないか、前は管理職

の意見を聞いてと申し上げましたけど、やはり

実際仕事したいんだという方がいらっしゃるん

ですよね。通常、民間企業とかにすれば、倍も

いらっしゃるということは、通常どうですかと

いうふうに言われると思うんです。ですから、

市民の切なる願いをかなえるために積極的に動

いていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○小関秀一委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 一度申し入れというか、相談は

させていただいておりましたので、この後お願

いするのは初めてではないと思いますが、やは

りその辺などについてはまずは議長に相談させ

ていただいて、どういった、何というんでしょ

うかね、私どものほうからお願いをしていった

らいいのか、やはりある程度、いきなり議運長

にとかということではなくて、会派代表会とか

ということでなくて、まずは議長に相談をさせ

ていただいて、やはりこういうふうに全管理職

が議場で議員の皆様、委員の皆様の、それぞれ

の委員会の皆様のご意見を、ご提言をお聞きす

るというのは、これはある意味で別な意義深い

ことではあるんですけれども、一方でやっぱり

人件費を抑制しなきゃいけないということを考

えると、そういったことも改めて考えなきゃい

けないと思いますので、議会のほうに相談して、

できるだけご協力いただくようにお願いしてい

きたいと思っております。 

○小関秀一委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 あわせて、議会会期

の長さもぜひ、これまでも申し上げてまいりま

したし、これは当局側のほうの努力でもできる

部分がありますから、お願いしたいというふう

に思います。 

 新庁舎のレイアウトができまして、案を示し

ていただいたんですけども、議場の部分につい

てはやはり三十四、五名の答弁席のレイアウト

なんですよね。そうしますと、例えば10名分多

ければ、１人５平米だとしますと50平米多いと、

20名だったら100平米多いんだと、面積的にね、

単純計算ですよ。そうしますと、１平米50万円

というふうに積算されてますから、50平米なら

2,500万円、100平米なら5,000万円、庁舎建設

の予算が多くかかる。その部分を別の市民サー

ビスの部分に振り分けるんじゃないかなんてこ

とも私思います。 

 私いろいろ市長に提言してきましたけども、

結構私の言ってることは当たってるんですよ。

この間、女性の管理職登用ということで申し上

げましたが、これ15日の新聞に南陽市も女性管

理職が一人もいらっしゃらないということで、

南陽の市長は早急に取り組むんだというような、

これ市長にもお渡ししましたけども。ですから、

全管理職、課長出席についても、やはり世論は

少し見直すべきじゃないかというふうなことで
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すので、ぜひ検討をしていただきたいというふ

うに思います。 

 次に、２番目のふるさと納税事業についてお

尋ねいたします。 

 29年度、報償費２億5,135万3,000円ですか、

というふうに決算書になってるんですけども、

その内訳について、地方創生参事に伺います。 

○小関秀一委員長 竹田利弘地方創生参事。 

○竹田利弘地方創生参事兼総合政策課長 報償費

の内訳について申し上げします。 

 報償費の内訳は、ふるさと納税のお礼の品の

代金でございまして、そのものにつきまして、

大きなものから金額ベースとちょっと申します

と、長井産のホップの全部を使用したビールが

31％の7,464万円でございます。あと、次が米

沢牛でございますが、24％の5,745万円、あと

シャインマスカットなどのブドウでございます

が、12％の2,731万円、あと米でございますが、

８％の1,985万円、あとサクランボが６％の

1,530万円、あとリンゴ、ラ・フランス、実は

リンゴだけ、ラ・フランスだけの単品もござい

ますが、セットの詰め合わせが結構出てるもん

ですからリンゴ、ラ・フランス一緒にしまして

申し上げますが、６％の1,431万円、あとスイ

カが５％の1,143万円などとなっております。 

○小関秀一委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 ここ数日、ふるさと

納税についていろいろ報道がなされておりまし

て、高額返礼品の自治体は何と65％というのが

最高にあるんだと。50％、60％なんていうこと

があるということで、今、先ほど宇津木委員の

質疑でもありましたけども、３割以上なるとこ

には税制優遇がないよというふうなことで、抑

制しようというふうな動きになってきました。

当然だというふうに思っております。 

 ただ、なかなかそういう動きがあっても、ま

だ３割以上を返礼しますよという自治体も実際

あるんですよね。何で国が規制するんだという

ふうなこともありますけども、やはり私はふる

さと納税の趣旨、寄附の趣旨に従って、中には

返礼品など一切要らないから寄附しますよとい

う方もごくごく、最初はそういうふうに本当は

だったんですよね。ですけども、やはりこうい

うふうなことになってきますと、何か高額返礼

品奪い合いみたいな感じで、昔我々が学生のこ

ろ、四当五落なんてね、ありましたよね。５時

間以上眠ると落ちるんだ。ですから睡眠時間削

ってね。今は逆に三落五当ですか、３割以内の

ところなんか見向きもされないというふうなこ

とですけども、やはり品格を守っていくべきと

思うんですが、今後いろんな動きがあるにせよ、

３割以内の返礼品で、また地元産品というふう

なことを守っていくべきだと思うんですが、市

長のお考えはいかがでしょう。 

○小関秀一委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 五十嵐委員がおっしゃるとおり

だと思っております。ふるさと納税の制度が執

行されましてから10年目になっておりますが、

当初は本当にふるさと納税の目的や趣旨に従っ

て、それぞれのまちでどういうふうにして、例

えば私ども長井だったら長井ゆかりの人、出身

者の方とか、ふるさとがいろいろ苦労している

んでそこを応援するという形で納税していただ

けないかということで非常に悩んでおりました。

そのうちやっぱり、内輪話で推定にはなります

が、民間の業者さんがこれはいけるということ

で、実は商社的なところがいっぱい出てきたん

ですね。私ども長井市にも、私も直接話ししま

したけども、５年ぐらい前でしょうかね、ふる

さと納税の額のあれを飛躍的に上げさせていた

だきますと。ただし、その納税額の２割、２割

ですよ、２割から３割、マージンとしていただ

きたいと。そうすればどうですかと、10億です

か、20億ですかと、できますよ、こういう話あ

ったんですよ。多分それに乗っかかった市町村

がいっぱいあるんですね。私どもはそれは断り
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ました、趣旨が違うということで。 

 現在、野田総務大臣もこの間の報道、インタ

ビュー等々でも答えておりましたけども、ショ

ッピング化、ふるさとショッピングなんですね。

それの証拠に、例えば私ども、かつて米沢牛が

全国で１番というときあったんですね。そのと

きに、500グラム、あるいは300グラム送ると、

大体私どもは３割で最初やってたんですね。最

後はやっぱりほかのところが５割ぐらい上げた

ので、５割に上げざるを得なかったんですよ、

がくっと減りましたからね。そのときに、１グ

ラムとか２グラム足りないというクレームの電

話が来るんですよ。これふるさと納税じゃない

ですよ、こんなの。ですから、完全ショッピン

グだといったあたりから危機感を私も覚えまし

て、実は昨年10月に、私どももいろんな形で総

務省のほうにいろいろ私ども市町村の立場をよ

く理解していただいて、大都市も地方の小都市

もそうなんですけども、いろんな形で指導いた

だいて、私どもの健全な行政運営を守っていた

だくための省庁ですね、そこに私どもも行って

ますんで、昨年10月にお邪魔しましたときに、

自治税務局の市町村税課の理事官と、実はふる

さと納税のことでちょっといろいろ意見を述べ

させてほしいと。それは一部、私どもそのとき

は５割でしたけども、すごい高率の７割、８割

というところがありますと。しかも、間に業者

さんが入ってると。例えば今回全国１位になっ

た大阪府のある市では、多分想定するに、１年

間のどのぐらい扱ってるかというと100万件以

上ですよ。こんなの行政でできるわけないです

よ。品ぞろえ見ますと、海外のものから全部、

あれですよ、商社みたいなもんですよ。ですか

ら、あそこは何のためやってるかよくわかんな

いですけども、そんなのはふるさと納税じゃな

いでしょうと。やっぱりこれはもう少し、ヒー

トアップし過ぎたので、我々も協力しますんで

ぜひご検討くださいということで、その後３割

と出されました。したがいまして、私どもはそ

れにやっぱりしっかりとみんなで従って、本来

のふるさと納税のありがたい制度ですから、こ

れをやっぱり活用させていただこうということ

で考えております。 

 なお、今やっぱり300以上の自治体がまだ守

んないわけですね。それはなぜ守んないかとい

うと、我々３割にしたところは来ないですよ、

ゼロに近いですよ。ところが、集中して来るん

ですね。それをやっぱりマスコミの報道も、ち

ょっと私ずっと見てるとおかしいです。標的に

された市とか町のことのインタビューがあるわ

けですよ。じゃあ我々守ってるところの趣旨を

何で言ってくれないんだと。非常にマスコミの

扱いにしても怒りを覚えます。やっぱりそうい

うところに、じゃああそこにしたら得なんだと

いうような風潮をあおってると。ちょっと日本

はもう少しそこのところは、やっぱり矜持とい

う言葉使っていただいてますけども、しっかり

と我々自治体は範を示さなきゃいけないと。そ

うじゃなかったら、我々の子どもとか孫たちが

あれを見てどう思うかですよね。そんなふうに

考えておりますので、しっかりとみんなで守っ

て、やっぱり健全なふるさと納税をお願いして

まいりたいと思います。 

○小関秀一委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 市長のおっしゃると

おりだと、私も同感ですね。 

 ただ、一番心配されるのは、３割以内ですよ

と、ペナルティーしますよと締めつけが強くな

ると、ふるさと納税全体が意欲が下がってきて、

結局納税額が下がってくるのではないかという

ふうに危惧しているんですよね。何のためのじ

ゃあこれまでやってきたんだというふうなこと

です。ただ、ふるさと納税制度自体はなくなら

ないわけですけども、そこでやはり３割内、地

元産品というものを守りつつ、相応の努力をし

ていくということがやはり健全な自治体に求め
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られているんだと思います。やめるんならやめ

るでいいと思うんですけども、今後長井市も当

然取り組んでいかれるわけですから、そこで私、

地方創生参事に伺いますけども、これまでは素

材で、例えば肉何グラムとか米何キロとかビー

ル何本とかというふうで土俵に乗ってきたわけ

ですよ。ところが、５割のものには絶対勝てる

わけないですよね。そうしますと、何とか創意

工夫をして、付加価値をつけて相応の寄附金を

いただくというふうな姿勢が必要だと思うんで

すけど、この間、日本版ＤＭＯ、清水先生のを

聞いてまいりました。大変すばらしい講演で、

私は一生懸命聞いておりまして、何か、では聞

きっ放しでなくて提言できるものはないかとい

うことで、早速３日後に商工観光課長に旅行商

品をつくってはどうかと、米沢牛をたくさん食

べていただいて、かつ育てているべこ会の体験

をしていただいたり、置賜農協なんて帽子かぶ

らせて、そういうような体験をして、白鷹町、

飯豊町、南陽市の特産物とか、どうですかと。

例えば200グラムのステーキを米沢の料理食べ

れば１万円ぐらいするわけですよね。それでは

やはりたらふく食べられないから、泊まってい

ただいて、自分たちで例えばすき焼きを煮てい

ただいたり、ステーキをちょっと習って焼いて

いただいたりして食べれば、原価グラム3,000

円とか2,000円とかでサーロインステーキとか

食べられるんじゃないですかと、それに体験を

つけてやってはどうですかと、商工観光課長を

通して市長にご提言を申し上げました。 

 そういったことで、旅行商品なんかも結構あ

るんですよね、見てみますと。10万円寄附しま

すと高級旅館に１泊ペアでなんてね。これをや

はり長井市のＴＡＳとかを使ってお肉屋さんに、

米沢牛を扱う肉屋さんがいらっしゃいますし、

肥育をしている農家もあるわけですから、そう

いったことで付加価値をつけて１泊、２泊、長

井市泊まっていただいて、そうしますと県内か

らだって来ていただく。Ａ５ランクのお肉をた

くさん食べていただいて、そういったことをご

提案申し上げたんですね。これは言うのは簡単

ですが、やるほうは大変だと思いますけども、

こういったことで付加価値をつけた商品を本当

考えてみたらどうかと思うんですけども、地方

創生参事、いかがでしょうか。 

○小関秀一委員長 竹田利弘地方創生参事。 

○竹田利弘地方創生参事兼総合政策課長 実は総

務省のほうで、先ほど市長ともども私もちょっ

と随行させていただきまして行ってまいりまし

たが、やはり寄附金をきっかけに地元をやっぱ

りさらに知っていただいたり、あと知っていた

だくその次のステップとして、やはりおいでい

ただいたり、実際のところにという創意工夫が

必要ではないかということを漏らされておりま

した。 

 やっぱり地域にあるものを最大限に生かして、

多くの方々に長井市を知っていただき、寄附を

いただけるように知恵と創意工夫を絞り、長井

にあるものに特化した他の自治体とは差別化を

図れるような仕組みづくりを検討したいと思っ

ております。 

 それにつきましては、長井には豊富な水や緑、

あと花、あとおいしい米沢牛、あと全国でも珍

しいと言われる馬肉チャーシューとか、あと豊

富な野菜や果物、サクランボ、リンゴ、ラ・フ

ランス、シャインマスカットとかブドウ、あと

丸ナス漬けとか、あと玉コン、行者菜、アスパ

ラガス、日本酒など、食には事欠かないことを

最大限に生かしまして、先ほど申しました長井

へまず来ていただき、さらには長井にファンと

なっていただけるように宿泊していただくのは

一番効果的なものですから、やまがた長井観光

局などの関係者と協議をしながら、議員からご

提案ありましたみたいなことに結びつくように、

早急に検討してまいりたいと存じます。 

○小関秀一委員長 12番、五十嵐智洋委員。 
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○１２番 五十嵐智洋委員 清水先生のご講演で、

またこれはおもしろいのがあったんですね。今、

宿泊施設も人手不足だから、逆に夕食はどこか

で食べてきてもらってもいいんだと。なるほど

なと思いますよね。ですから、ホテルだってそ

うですよね。ですから、自分のところで食べて

いただかなくても、何かたくさん食べていただ

いて喜んでいただいて、また来ていただいたほ

うがいいわけですよね。そういった発想転換を

していただきたいなというふうに思います。 

 では、最後のフラワー長井線利用拡大につい

てお尋ねします。 

 利用拡大協議会負担金27万円というのが29年

度決算あったんですけども、協議会活動の内容

はどういうようなものか、委員の構成とか、わ

かる範囲で総務参事に伺います。 

○小関秀一委員長 齋藤環樹総務参事。 

○齋藤環樹総務参事 若干の経過も含めてお答え

させていただきたいと思います。 

 フラワー長井線利用拡大協議会は、フラワー

長井線の地域公共交通としての重要性を認識し、

沿線一体となったフラワー長井線の利用拡大と

活性化、その運営の安定化を促進するというこ

とを目的に、山形鉄道開業翌年の平成元年７月

に設置され、それ以降、毎年度総会等で事業を

総括しながら利用拡大を推進する各種事業を展

開しているところでございます。 

 組織の構成でございますが、協議会の趣旨に

賛同する団体として山形県、沿線２市２町の首

長、市町議会の議長、商工会、商工会議所、観

光協会、青年会議所、駅協力会、沿線高校等の

代表、それから山形鉄道で組織しておりまして、

会長は長井市長、事務局は市の地域づくり推進

課で務めているところでございます。 

 協議会でございますが、県及び置賜３市５町

から負担金、補助金等をいただいて目的達成の

ための事業を行っておりまして、委員お尋ねの

長井市の27万円の負担金のほか、山形県からは

45万円、南陽市、白鷹町がそれぞれ長井市と同

額の27万円、米沢市、川西町が９万円、高畠町、

小国町、飯豊町が４万5,000円ということで、

そのほかに繰越金、雑収入等を充てて、平成29

年の協議会の歳入決算額は180万円ほどという

ことになっております。 

 そういった予算で事業を行っているというこ

とになりますが、主な事業といたしましては、

大きく４つほどございます。１つは、利用拡大

プロジェクト事業といたしまして、協議会の29

年度決算では90万4,000円ほど支出しておりま

すが、フラワー長井線まつりの助成、あるいは

関係の広報紙等の発行、配布、それから貸し切

り列車利用促進事業、利用料金６万円に対して

２万円を助成するなどを行っております。２つ

目といたしましては、マイレール意識高揚事業

といたしまして29年度、協議会では47万8,000

円を支出しておりまして、１つは支援活動組織

助成事業と、地域の団体がフラワー長井線を活

用した利用拡大、地域活性化につながる事業へ

の助成を行っております。29年度は８万円ほど。

それから、大きいものといたしましては、フラ

ワー長井線利用拡大シンポジウム、昨年は川の

みなと長井の展示ホールで開催いたしましたけ

れども、こちらに31万円ほど支出しております。

それから、３つ目ですけれども、広報ＰＲ事業

として10万円ほど、これは長井線の紹介やイベ

ントの周知等、新聞広告を行っております。そ

れから、最後に利用拡大運動の推進事務費とし

て２万円ほどを支出しているということでござ

います。 

○小関秀一委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 県、２市２町、議会、

経済界、青年団体、いろんなオールキャストで

協議会があるんだということでしたが、残念な

がら少しずつ売り上げが下がっておりますね。

ですから、上下分離方式、長井では新庁舎建設

ということで明るい話題ができてるんですけど
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も、なかなか鉄道事業本体の売り上げ増にはつ

ながってないんだというふうな現状です。やは

り一般質問で申し上げましたけども、本業が少

しずつでも売り上げ回復していかないと、なか

なか従業員の方のモチベーションも上がらない

ということだと思いますので、ぜひまず山形鉄

道内部でいろいろ検討し合ってアイデアを出し

ていただいて、それをこういう組織がバックア

ップするとか行政が支援するとかという方向に

行くべきだと思うんですけども、市長は社長も

務められましたので、ぜひこの辺についてはど

のようにお考えかお尋ねします。 

○小関秀一委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 五十嵐委員おっしゃるように、

今回長井駅と長井市の市庁舎一体でするという

ことは大きなチャンスだと思っておりまして、

何とか売り上げがふえるような、そんな努力を

してまいりたいというふうに思ってます。 

 ちょっとできるだけ手短にいたしますが、や

っぱり山形鉄道については、株主である山形県

初め２市２町沿線、それから経済界、いろんな

方々から出資をいただいて、４億7,845万円の

資本金なんですね。それとは別に、そもそもフ

ラワー長井線ということで、ことし30年目にな

るんですけども、国鉄の赤字路線で廃止になり

ましたんで、これは当然運営は厳しいだろうと

いうことで基金を造成していただいて、６億円

の基金でずっとまいってきたところでございま

す。それで、平成の十五、六年ぐらいから非常

に厳しい状況になりまして、結局何が厳しかっ

たかというと、資本金は最初いろんな設備に、

例えばいわゆる信号機の安全施設とか、そうい

ったところやら、あるいは鉄道の老朽化した部

分をやっぱり直さなきゃいけなかったんですね。

それで、全部資本金はそれに投じております。

したがいまして、運営赤字については毎年赤字

だったわけですから、基金をうまく活用してや

ってきたんですね。それが平成十五、六年には

基金の底が見えてきたと、２億切ってしまった

ということで、このままでは毎年当時から多分

8,000万円前後の赤字があったので、減価償却

含まずにですよ、それで基金からずっと補填し

てたんですね。ところが、いよいよもうだめだ

ということから、平成17年だと思うんですが、

山形県が筆頭株主ですから、あと沿線の２市２

町で支援しようということで、赤字をいわゆる

県と２市２町のほうから補助金という形で補填

したんです。これが6,000万円スキームという

のを最初つくっていただいたんですね。それで

何とか息をついてたわけですが、いよいよ少子

化でどんどん減ってきたということで、平成の

27年からですかね、このままではもうだめだろ

うということで、将来どうしたらいいかもう展

望が開けなかったと。結局県と２市２町から支

援していただいたときに経営はどうなったかと

いうと、それまでは一応山形鉄道の自主経営が

あったんですね。当初は昭和63年にスタートし

たんですけども、最初の10年ぐらいはＪＲから

専務を招いたり常務を招いたりとかしてやって

きたんですね。補助金が入った時点で、要は会

社でいえば銀行管理ですよ。山形県の管理の会

社なんです。したがって、今は、私ははっきり

言いまして経営じゃないです。計画に基づいて

運営をしているだけ。結局人件費も幾ら幾ら以

内におさめろ、維持費も工事費も幾ら幾らでお

さめろということですから、何もできないとい

うことでずっと来ました。 

 そこを何とかしなきゃいけないということで、

公募の社長などをして、いわゆる高校生と地元

の人たちの足を守るということで、あいてる時

間に観光のお客さんに乗っていただいて、あと

グッズも売ってやっていこうということだった

んですが、これもある程度底が見えて、それで

いよいよ上下分離方式ということで、鉄道施設

を自治体で所有して、そして国の補助を受けて

それを整備すると。これ安全性守れますから。
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あとは、運営だけを山形鉄道で頑張ってもらお

うということで、おかげさまでこれは上下分離

方式、東北では２番目としてできたわけですが、

結局管理そのものは相変わらず県に経営計画を

立てていただいて、それに基づいてやってるん

ですね。 

 最近の結果はどうだというと、とにかく人件

費がやっぱりかなり極端に抑えられてて、支配

人に聞きますと、15年前ぐらいまでは給料表が

あったと、今は給料表がないというんですよ。

だから、自分が５年働いて一生懸命やったら幾

らの給料になるかというのはわかんない。私が

社長に就任させてもらって黒字になったとき、

定時昇給を10何年ぶりにした。そのままだった

んですよ。恐ろしい状況です。そんな中で、社

員がどんどん高齢化してやめてって、募集して

も集まらない。ただ救いは、鉄道が好きだとい

うことで車掌とか工務に来てくれる人は若干い

ます。でも、今は工務部長も運輸部長も空席で

す。あと営業企画課長。来ないですね。あと給

与の安いもんですから、とてもとてもまともな

やっぱり生活しなきゃいけない人は来れないと

いう悪循環に陥っています。 

 したがって、これを機にもう一回、人いない

中だけど、やっぱり非常勤の社長を中心に何と

か計画を立てて、それでやっていくようなこと

をしようと。あわせて、広域の観光のＤＭＯ、

地方創生の交付金を活用させていただいてやっ

ていくと。その中で、幸いにも南陽と長井と白

鷹と飯豊ですから、沿線だと。したがって、フ

ラワー長井線もそれを生かして、地方創生交付

金の人件費を使わせてもらって、フラワー長井

線の魅力アップと、あと中身を充実させるとい

うことで今新たに、厳しい中ですが計画をつく

りながらもう一回再生させようということで頑

張っていきたいと、社員のほう力を合わせてや

っていこうとしてるところでございます。 

○小関秀一委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 今、市長から山形鉄

道の状況について、ちょっと知らないこともお

聞かせいただいて、大変参考になりました。今

後いろいろ提言をしてまいりたいというふうに

思っております。 

 そこで、一般質問で駅西側の整備についてお

尋ねしました。工務部のあたりを駐車場にして

はどうかというふうなことをお聞きしたんです

けども、そのときの市長の答弁は線路置き場だ

というような話があって、寂しいなと思ったん

ですね。 

 皆さんも新幹線で出張のときに、例えば赤湯

駅まで車で行かれて、西口に車を駐車して、広

いですよ、あそこね、西口の駐車場。１泊とか

２泊、中には３泊ぐらいする方もいらっしゃる

らしいんですよね。以前、南陽の議員さんと私、

論議したことあったんです。あれはちょっと置

きっ放しで、治安上も悪いんじゃないかと、で

きたら有料にするとかとめさせないとかしてい

かがですかと、長井線の利用アップにもなるか

らと申し上げたら、そうすると米沢とか高畠か

ら乗っていくんだというような、そういうよう

なことをおっしゃられるんですね。 

 ただ、現実にああいうふうにあるわけですか

ら、長井からも赤湯まで行って、車を置いて朝

の１番乗ってとか、長井線乗らないでというよ

うな例もあるわけです。ですから、私が言った

のは、使い方を今度新庁舎建設に伴って、そう

いった駐車スペース、長井市民とか沿線の方が

そこに置いて長井駅から乗って赤湯で新幹線に

乗ると。そうしますと、乗車率アップ、収入ア

ップするわけですね。 

 赤湯駅の駐車場は西も東も消雪設備がないの

で、冬なんかとめて雪が降りますととても悲惨

な状況になって、帰り雪かきして、長靴も履い

てないのになんていう状況もあるわけですね。

幸い長井市には地下水資源豊富だと。そんなに

多くなくても、そういった駐車場整備をして、
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長井線の乗車率アップ、あと冬場の利便に供し

たらどうかというふうに申し上げました。 

 線路置き場はあそこでなくても、どこにでも

とは申しませんけど、荒砥駅なんかにもありま

すし、旧フラワー長井線の前の駅ですと結構敷

地広いんですね。白兎駅とかあやめ公園駅とか

四季の郷駅は狭いんですけども。ですから、工

務部のスペースはあると思うんですが、いかが

でしょうか。 

○小関秀一委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 一般質問でもいろいろ提言いた

だきまして、その後、担当の地域づくり推進課

長が改めて専務のほうに問い合わせをしたとこ

ろ、荒砥駅とか宮内駅にあったそういう資材を

全部長井に集めたんですね。というのは、工務

部が長井ですから。それを分散させると、工務

部も本当職員がいなくて、本当大変な状況なん

ですね。65歳で定年になる人を何とかお願いと

いうことでやってるような状況ですんで大変だ

ということで、一旦はちょっと厳しいというこ

との話だったんですが、そこまで言っていただ

けるんなら、何とか整理をしてそういうスペー

スをあけることはできるんではないかというよ

うな山形鉄道側のお話でしたので、私といたし

ましても、これ前向きに検討させていただいて。

というのは、市庁舎を建てたときに、やはり百

間道路から、あるいは平野地区や西根の地区の

皆さんがぐるっと行政の正面まで回らないと来

れないということじゃなくて、百間道路から１

本道路切れないかという話が随分ありました。

ただ、道路を１本切るだけでうちが10何軒、20

軒ぐらいは移転しなきゃいけないでしょうね。

これは大変なことなので難しいとお話ししたん

ですが、五十嵐委員のご提言で考えますと、市

道の整理はしなきゃいけないんですが、あそこ

のスペースをつくればそういう人たちがあそこ

に車をとめてフラワー長井線も乗ることできま

すし、市役所にもちょっと歩けば入れますから、

そういったことでぜひこれ検討していきたいな

と考えているところでございます。 

○小関秀一委員長 12番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 ぜひ前向きに検討し

ていただいてお願いしたいと思います。 

 コンビニのところに昔の自動車整備工場、あ

れ今使ってない、もったいないですね、あそこ。

あと民家１軒あるんですね。あそこもし安く手

に入るとすれば、大変非常に広くなりますし、

大変いい環境になるかなというふうに思ってお

りますので、ぜひ今後ご検討いただきたいと思

います。 

 以上で終わります。 

○小関秀一委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 なお、委員会の申し合わせによって、総括質

疑については通告したものを全て質疑するとい

うふうにしておりますが、一部質疑に入らない

テーマもございました。委員長として運営の責

任を感じ、当局にもおわびを申し上げます。 

 午後からは細部審査に入りますので、ここで

昼食のため暫時休憩をいたします。 

 再開は、午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５６分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○小関秀一委員長 休憩前に復し、午前に引き続

き会議を再開いたします。 

 これから細部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いをいたします。 

 

 

 認第１号 平成２９年度長井市歳入 

 歳出決算認定についての質疑 


